
緊急対策事業の追加分を紹介します。
なお、これまでの緊急対策は、広報都城５月号折り込みの「広報都城・号外」や広報都城７月号、

市ホームページを確認ください。
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地域における生活支援および消費喚起を目的に、市内の登録店舗で使用できる「がんばろう
都城！ふるさと応援券（5,000円）」を全ての市民の皆さんに交付します。また、子育て世帯
に対しては、子ども 1人当たり 5,000円を上乗せします。

◉対象　住民基本台帳に記載された都城市民
◉内容　市民１人当たり１セット（１，０００円券５枚つづり）
　　　　子ども（平成 14年４月２日以降出生）は１セット上乗せ
◉利用店舗　市内の登録店舗
◉交付時期　９月に郵送
◉使用期間　交付の日～令和３年２月 28日
　ふるさと応援券事務局　☎ 23-8078

◉対象　次のいずれかに該当する人
①令和 2年 6月分の児童扶養手当の支給を受ける人
②公的年金などを受給していて、令和 2年 6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給
している人と同水準になった人

◉給付金額　1世帯当たり 5万円　※第 2子以降 1人当たり 3万円
【追加給付】
①②に該当する人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少
した人には、1世帯当たり 5万円の追加給付があります。
◉申請方法　①②に該当する人には、8月初旬に申請書類一式を送付します。必要事項を記入・
押印し、必要書類を添えて返信ください。
③に該当する人は、こども課給付金担当まで連絡ください。

【相談専用電話】厚生労働省コールセンター　
☎ 0120-400-903
　こども課給付金担当　☎ 23-8072

例　夫婦２人世帯：５千円×２セット＝１万円
　　夫婦・子ども２人の４人世帯：５千円×４セット＋５千円×２セット＝３万円

見 本見 本見 本見 本見 本

がんばろう都城！ふるさと応援券事業　10億 4,641万円 市独自市独自

ひとり親世帯への臨時特例給付金　3 億 1,415万円 
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